
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号

広
島
県
病
院
事
業
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

広
島
県
病
院
事
業
管
理
者 

平

川

勝

洋

広
島
県
病
院
事
業
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

広
島
県
病
院
事
業
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
人
事
評
価
の
実
施
） 

第
二
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 

非
常
勤
職
員
（
た
だ
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
短

時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
は
除
く
。
） 

三

（
略
） 

２

（
略
） 

（
人
事
評
価
の
実
施
） 

第
二
条 

（
略
） 

一

（
略
） 

二 
非
常
勤
職
員
（
た
だ
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
は
除

く
。
） 

三

（
略
） 

２

（
略
） 

（
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
人
事
評

価
） 

第
五
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評

価
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
短
時
間
勤
務
会
計

年
度
任
用
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
令
和
二
年
広

島
県
訓
令
第
二
号
。
以
下
「
短
時
間
勤
務
会
計
年
度

任
用
職
員
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け

る
者
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
取
組
状
況
評
価
は
こ

れ
を
実
施
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
短
時
間
勤
務
会
計
年
度

任
用
職
員
実
施
規
程
第
七
条
第
五
項
中
「
シ
ー
ト
又 

は
取
組
状
況
評
価
票
（
以
下
「
シ
ー
ト
等
」
と
い
う
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ー
ト
」
と
、
「
シ
ー
ト
等
を

総
務
局
人
事
課
長
（
以
下
「
人
事
課
長
」
と
い
う
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ー
ト
を
病
院
事
業
局
県
立
病

院
課
長
」
と
、
第
八
条
及
び
第
九
条
第
一
項
中
「
人

事
課
長
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
事
業
局
県
立
病
院
課

長
」
と
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一

条
第
二
項
中
「
シ
ー
ト
等
」
と
あ
る
の
は
「
シ
ー
ト

」
と
、
第
九
条
第
一
項
中
「
総
務
局
長
」
と
あ
る
の

は
「
管
理
者
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
管
理
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
総

務
局
人
事
課
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
事
業
局
県
立
病

（
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
に
係
る
人
事
評

価
） 

第
五
条 

短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評

価
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
短
時
間
勤
務
会
計

年
度
任
用
職
員
人
事
評
価
実
施
規
程
（
令
和
二
年
広

島
県
訓
令
第
二
号
。
以
下
「
短
時
間
勤
務
会
計
年
度

任
用
職
員
実
施
規
程
」
と
い
う
。
）
の
適
用
を
受
け

る
者
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
短
時
間

勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
実
施
規
程
第
六
条
第
四
項

中
「
総
務
局
人
事
課
長
（
以
下
「
人
事
課
長
」
と
い

う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
事
業
局
県
立
病
院
課

長
」
と
、
第
七
条
及
び
第
八
条
第
一
項
中
「
人
事
課

長
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
事
業
局
県
立
病
院
課
長
」

と
、
同
項
中
「
総
務
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
者

」
と
、
第
十
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
者

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



院
課
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
） 

区
分 

被
評
価

者 

一
次
評

価
者 

二
次
評

価
者 

県
立

広
島

病
院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

薬
剤
科

部
長
又

は
医
療

技
術
部

長 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

副
技
師

長
、
医

療
技
術 

専
門
員
、 

主
任
又

は
技
師 

技
師
長

（
被
評

価
者
が

医
療
技

術
部
の

医
療
技

術
専
門

員
又
は

主
任
で

あ
る
場

合
は
、 

医
療
技

術
部
長

） 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

県
立

安
芸

津
病

院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

副
技
師

長
、
医

療
技
術 

専
門
員
、 

主
任
又

は
技
師 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
三
（
第
三
条
関
係
） 

区
分 

被
評
価

者 

一
次
評

価
者 

二
次
評

価
者 

県
立

広
島

病
院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

薬
剤
科

部
長 

   

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

副
技
師

長
、
医

療
技
術 

専
門
員
、 

主
任
又

は
技
師 

技
師
長 

             

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

県
立

安
芸

津
病

院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

医
療
技

術
専
門

員
、
主

任
又
は

技
師 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 
 

別
表
第
四
（
第
三
条
関
係
） 

区
分 

被
評
価
者 

確
認
者 

県
立

広
島

病
院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

医
療
技
術
専
門
員
、 

主
任
又
は
技
師 

主
任
部

長
（
被

評
価
者

が
医
療

技
術
部

の
医
療

技
術
専

門
員
又

は
主
任

で
あ
る 

場
合
は
、 

院
長
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

別
表
第
四
（
第
三
条
関
係
） 

区
分 

被
評
価
者 

確
認
者 

県
立

広
島

病
院 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

医
療
職

給
料
表

（
二
）

の
適
用

を
受
け

る
者 

医
療
技
術
専
門
員
、 

主
任
又
は
技
師 

主
任
部

長 

          

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 



） 

備
考 

（
略
） 

） 

備
考 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 
則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


